
労働災害の撲滅に向けて
滝川労働基準監督署管内における令和４年の労働災害による死亡者数は３人で、前
年に比べて３人増加しました。概要は、自動車整備業でのトラックによるはさま
れ・巻き込まれ、土木工事業での地山からの墜落・転落及び地山の崩壊となってい
ます。
一方、死傷者数は429人となっており、前年に比べ270人（169.8％）増加しまし

た。
事故の型別では、その他（新型コロナウイルス関連）を除くと転倒災害が最も多

く、重篤な災害につながりやすい墜落・転落災害の発生も依然として多い状況と
なっています。
死傷労働災害の撲滅に向けて、引き続き労働災害防止対策の徹底をお願いしま

す。

業 種

令和４年（確定値） 令和３年（確定値） 対前年比較

死亡者数
死傷者数
（休業４日
以上）

死亡者数
死傷者数
（休業４日
以上）

増減数
（人）

増減率
（％）

全 産 業 ３ 429 ０ 159 ＋270 ＋169.8

製 造 業 １ 40 0 28 ＋12 ＋42.9

建 設 業 ２ 65 ０ 24 ＋41 ＋170.8

運輸交通業 0 26 ０ 17 ＋９ ＋52.9

卸売小売業 ０ 22 ０ 31 －９ －29.0
その他の
業種

０ 276 ０ 59 ＋217 ＋367.8
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滝川署 令和４年死傷災害発生状況（事故の型別、全429件）



安 全 衛 生 教 育 の 実 施
春は労働者を新規に雇い入れたり、配置転換等によって

作業内容が変更になることが多い時期です。
そのような場合には、対象となる労働者の方に対して、

安全衛生教育を行うことが必要です。
教育すべき内容は以下のとおりです。

（労働安全衛生規則第35条）
１ 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれら
の取扱い方法に関すること。

２ 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及び
これらの取扱い方法に関すること。

３ 作業手順に関すること。
４ 作業開始時の点検に関すること。
５ 当該作業に関して発生するおそれのある疾病の原因
及び予防に関すること。

６ 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。
７ 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
８ そのほか、当該業務に関する安全又は衛生のために
必要な事項

北海道労働局のホームページに滝川労働基準監督署か
らのお知らせとして、当署で作成したリーフレット等
を掲載しています。以下から閲覧できますのでご活用
ください。
北海道労働局ＨＰ（ホーム）＞ニュース＆トピックス
＞労働基準監督署からのお知らせ＞滝川労働基準監督
署からのお知らせ（https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-
roudoukyoku/news_topics/kantokusho_oshirase_0005_0
7.html）

第14次労働災害防止計画
がスタート（８つの重点対策）

・自発的に安全衛生対策に取り組むため意識啓発
・重点業種における労働災害防止対策の推進
・高年齢労働者の労働災害防止対策の推進
・多様な働き方への対応や外国人労働者等労働災
害防止対策の推進

・労働者（高年齢の女性を中心に）の作業行動に
起因する労働災害防止対策の推進
・その他の労働災害防止対策の推進
・労働者の健康確保対策の推進
・化学物質等による健康障害防止対策の推進

労働災害は、業務に対する知識や経験が不足
しているために発生していることが多いので、
安全衛生教育は必ず実施してください。

北海道労働局 14次防 検索
（R5.4月作成）
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